
西尾市工事請負業者指名基準 

指名競争入札に参加する者を指名・選定する場合の基準は、次のとおりとする。 

 

１．原  則 

  工事を指名競争入札に付そうとするときは、市内・準市内を中心に別表に

定める｢指名ランク表｣｢発注標準表｣及び｢指名業者数表｣により、発注予定工

事の設計金額に相応する者の中から選定するものとし、次の各項に掲げる事

項に留意するとともに､当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し､

選定しなければならない。 

（１）不誠実な行為の有無 

（２）経営状況 

（３）工事成績 

（４）当該工事に対する地理的条件 

（５）当該工事についての技術的適性 

（６）手持ち工事の状況 

（７）安全管理の状況 

（８）労働福祉の状況 

２．上 下 位 

  前号の有資格者の数が少数である場合においては､発注標準に対し、指名ラ

ンク表の直近上位又は下位のランクに属する有資格業者を指名することがで

きる。 

３．工 事 成 績 

  前２号の規定にかかわらず、工事成績が特に優秀な者は､１号の有資格業者 

 の２ランク下位の等級に属する者を指名することができる。 

４．特 別 な 技 術 

  特別な技術を要する工事と認められるものについては､１号及び２号の規

定にかかわらず、有資格業者で２ランク以上上位の等級に属する者を指名す

ることができる。 

５．災 害 時 等 

  災害等の理由により緊急に施工する必要がある工事については、１号及び

２号の規定にかかわらず、有資格業者で２ランク以上上位の等級に属する者

を指名することができる。 

６．そ の 他 

前２号の規定にかかわらず、特に地域性や関連性等を加味する必要がある

と認められる場合は、有資格業者で２ランク以上上位の等級に属する者を指



名することができるものとする。 

 

附則 

この基準は、平成１２年４月１日より施行する。 

この基準は、平成１５年４月１日より施行する。 

この基準は、平成１６年５月１日より施行する。 

この基準は、平成１７年４月１日より施行する。 

この基準は、平成１８年２月１日より施行する。 

この基準は、平成２３年４月１日より施行する。 

この基準は、令和８年４月１日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 指名ランク表 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２ 発注標準表（土木一式、建築一式工事に適用） 

 

 

 

 

 

 

 

別表３ 指名業者数表 

設  計  金  額 指名業者数 

             ２００万円以下  ４者以上 

２００万円を超え     ５００万円未満  ６者以上 

５００万円以上    １，０００万円未満  ７者以上 

１，０００万円以上  ３，０００万円未満  ８者以上 

３，０００万円以上１億２，０００万円未満  ９者以上 

１億２，０００万円以上 １０者以上 

プロポーザル ８者程度 

コンペ ６者程度 

 

 

 

 

ランク 総  合  数  値 

Ａ ８００点以上 

Ｂ ７００点以上８００点未満 

Ｃ ６００点以上７００点未満 

Ｄ ６００点未満 

設 計 金 額 標準ランク 

１，０００万円以上 Ａ 

５００万円以上 １，０００万円未満 Ｂ 

３００万円以上   ５００万円未満 Ｃ 

３００万円未満 Ｄ 


